
 

 

 

 

 

 

自由研削用といし（通称グラインダー）はどこの事業場で

も広く使われ、また誰でも手にしています。しかし、このグ

ラインダーのといしの取付け方法等が間違っていると大き

な事故につながります。 

そこで、労働安全衛生法では、労働者にといしの取替え又

は取替え時の試運転の業務に就かせる時は、その業務に関

する安全のための特別教育を行わなければならないと規定

しています。（労働安全衛生法第 59 条、安衛則第 36 条） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

開催日程 令和 7 年 6 月 18 日（水） 
 午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分 
実施場所 飛騨・世界生活文化センター（〒506-0032 高山市千島町 900-1） 
受 講 料 当労基連合会 会員 1 名につき 7,500 円（消費税 681 円） 
 非会員   1 名につき 9,500 円（消費税 863 円） 

※受講料の額には、テキスト代及び消費税 10%を含みます。 

受講定員 60 名 （定員になり次第締め切らせていただきます） 
受付期間 令和 7 年 4 月 18 日（金）より受付開始  

講 習 科 目 講習時間 

学 

科 

自由研削用研削盤、自由
研削用といし、取付け具
等に関する知識 

2 時間 

自由研削用といしの取
付け方法及び試運転の
方法に関する知識 

1 時間 

関係法令 1 時間 

実
技 

自由研削用といしの取
付け方法及び試運転の
方法について 

2 時間 

 

裏面の受講申込書に所要事項を記載し、下記によりお申込み

下さい。 

◆ 自動車運転免許証又は健康保険被保険者証等本人確認(氏

名、生年月日、住所)ができる書面(写し)を添付して下さい。 

◆ 受講料のお支払方法は銀行振込のみとなっております。 

下記の指定口座へお願いいたします。 

  

0668241
口 座 名

◆ インボイス対応 

  請求書又は領収証発行をご希望の場合は、申込の際にご連絡

をお願いします。

◆ 講習開始日の 2 日前までにキャンセルした場合に限り、受講

料をご返金いたします。(この場合振込手数料を差引いた金

額をご返金します) 

◆ 受講者が定員に満たない場合は、中止とすることがあります。 

◆  
  

岐阜労働局長登録教習機関

お申込み  
 

カリキュラム等  
 

※ 労働安全衛生特別教育規程第２条に規
定する科目及び時間数を実施。 

※ 本教育受講者には修了証を交付します。 

※ 実技にはといしの取替え試運転に適した

服装を準備して受講して下さい。 



 

自由研削といし取替え試運転特別教育受講申込書 

講  習  日 令和 7 年 6 月 18 日 開催分 
 

受 

講 

者 

フ リ ガ ナ  修了証に旧姓等併記希望の場合  写真貼付欄 

氏   名 

 併記する旧姓氏名又は通称 

生 年 月 日 昭和・平成  年  月  日 

住  所 

〒□□□-□□□□ 

【連絡先】 電話・携帯     （      ） 
 

勤 

務 

先 

事 業 場 名 
 

所 在 地 
〒□□□-□□□□ 

 
 

連 絡 者 名  電話番号 （    ）   - 

当連合会会員区分 1. 会 員     2. 非会員 

 

令和  年  月  日 
一般社団法人 飛騨地区労働基準協会連合会 殿 受講番号 № 

⒈ 写真の裏には、必ず氏名を記入して下さい。 
⒉ 本申込書にご記入いただいた個人情報は、修了証へ記載するためのものであり、受講者の同意なしに目的以外に使用することはありません。 
⒊ 旧姓等の併記を希望する方は、戸籍謄本、旧姓（通称）を併記した住民票、運転免許証等いずれかの公的証明書を添付して下さい。 

受講に必要な書面を貼り付けて下さい。 
（本人確認のための自動車運転免許証又は健康保険被保険者証等の写し）  

表 裏 

裏面に氏名を

記入し、全面の
り付けして貼付
して下さい 

3.0cm×2.5cm 


